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は
じ
め
に

　

崔
寔
が
著
し
た
『
四
民
月
令
』
は
、
後
漢
後
半
期
に
お
け
る
郷
村
社
会
の
生

活
を
具
体
的
に
描
写
し
た
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
書
は
南
宋
以

後
散
佚
し
た
が
、
清
朝
の
時
幾
種
類
か
の
輯
本
が
編
定
さ
れ
、
現
在
以
下
の
優

れ
た
輯
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る) 1

(

。

（
１
）
守
屋
美
都
雄
「
四
民
月
令
輯
本
」（『
中
国
古
歳
時
記
の
研
究
』
帝

国
書
院　

一
九
六
三
）【
以
下
「
守
屋
輯
本
」
と
略
称
】

（
２
）
石
声
漢
『
四
民
月
令
校
注
』（
中
華
書
局　

一
九
六
五
）【
以
下
「
石

輯
本
」
と
略
称
】

（
３
）繆
啓
愉『
四
民
月
令
輯
釈
』（
農
業
出
版
社　

一
九
八
一
）【
以
下「
繆

輯
本
」
と
略
称
】

（
４
）
渡
部
武
「『
四
民
月
令
』
輯
本
稿
」（『
東
海
大
学
紀
要
（
文
学
部
）』

四
五　

一
九
八
六
）【
以
下
「
渡
部
輯
本
」
と
略
称
】

（
５
）
渡
部
武
『
四
民
月
令
│
│
漢
代
の
歳
時
と
農
事
│
│
』（
平
凡
社　

一
九
八
七
）【
以
下
「
渡
部
著
書
」
と
略
称
】

い
ず
れ
も
『
玉
燭
宝
典
』
が
一
括
し
て
引
く
佚
文
を
利
用
し
て
お
り
、
欠
け
て

い
る
九
月
条
は
類
書
等
を
用
い
て
こ
れ
を
補
っ
て
い
る) 2

(

。な
か
で
も
渡
部
氏
は
、

尊
経
閣
所
蔵
抄
本
『
玉
燭
宝
典
』
を
利
用
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
輯
本
は
最
も

信
頼
で
き
る
。
以
下
本
稿
で
引
用
す
る
『
四
民
月
令
』（
以
下
『
月
令
』
と
略
称
）

の
本
文
は
、
全
て
渡
部
著
書
に
よ
る
。

　

確
か
に
『
月
令
』
の
祖
本
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
諸
氏
の
努
力
の
結
果

ほ
ぼ
往
事
の
姿
に
復
元
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
評
し
て
誤
り
な
け
れ
ば
、

本
書
の
利
用
価
値
は
極
め
て
高
い
。
そ
の
中
身
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
書

が
一
人
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
小
冊
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、

使
用
さ
れ
て
い
る
同
一
表
現
の
間
に
大
き
な
意
味
の
ず
れ
は
ほ
ぼ
な
い
と
推
測

さ
れ
る
。
大
部
な
史
書
に
は
望
み
が
た
い
利
点
が
本
書
に
は
あ
る
。

　
『
月
令
』を
取
り
上
げ
た
論
考
は
、部
分
的
に
利
用
し
た
も
の
ま
で
含
め
る
と
、

枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
専
論
の
み
を
若
干
紹
介
し
て
お
く
と
、
楊
聯
陞
「
従
四

民
月
令
所
見
到
的
漢
代
家
族
的
生
活
」（『
食
貨
』
一
│
六　

一
九
三
五
）、
守

屋
「
四
民
月
令
に
つ
い
て
」（
前
掲
著
書
、
一
九
四
二
年
初
出
論
文
を
改
題
改

訂
の
上
所
収
）、
石
「
試
論
崔
寔
和
四
民
月
令
」（
前
掲
著
書
所
収
）、
天
野
元

之
助
「
後
漢
の
崔
寔
『
四
民
月
令
』
に
つ
い
て
」（『
経
済
論
集
（
関
西
大
学
）』

一
六
│
四
・
五　

一
九
六
六
）、
渡
部
「『
四
民
月
令
』
に
見
え
る
後
漢
時
代
の

豪
族
の
生
活
」（
渡
部
著
書
所
収
、
初
出
は
一
九
八
〇
年
【
以
下
「
渡
部
論
文
」

と
略
称
】）、
藤
田
勝
久
「「
四
民
月
令
」
の
性
格
に
つ
い
て
│
│
漢
代
郡
県
の

社
会
像
│
│
」（『
東
方
学
』
六
七　

一
九
八
四
）
等
が
あ
る
。
如
上
の
高
論
と

比
べ
た
時
、
本
小
稿
に
取
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
副
題

刺
謁
・
振
贍
・
潔
祀

│
│
『
四
民
月
令
』
に
描
か
れ
た
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
│
│

下　

倉　
　
　

渉　
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に
掲
げ
た
如
く
、
こ
の
書
に
描
か
れ
た
「
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
」
に
つ
い
て

専
ら
論
じ
た
点
に
あ
ろ
う
。
先
学
・
諸
兄
の
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　

第
一
節　

刺
謁

　

ま
ず
は
、
次
の
記
述
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

【
正
月
】

正
月
之
旦
、
是
謂
正
日
。
躬
率
妻
孥
、
潔
祀
祖
禰
。
…
…
。
及
祀
日
、
進

酒
降
神
、
畢
、
乃
家
室
尊
卑
、
無
大
無
小
、
以
次
列
坐
先
祖
之
前
、
子
婦

曾
孫
、
各
上
椒
酒
於
其
家
長
、
稱
觴
舉
壽
、
欣
如
也
。
謁
賀
君
・
師
・
故

將
・
宗
人
・
父
兄
・
父
友
・
友
親
・
郷
黨
耆
老
。

【
十
一
月
】

十
一
月
、
冬
至
之
日
、
…
…
、
其
進
酒
尊
長
、
及
脩
刺
謁
賀
君
・
師
・
耆

老
、
如
正
月
。

【
十
二
月
】

十
二
月
、﹇
臈
﹈
日
、
薦
稻
・
鴈
。
…
…
。
其
明
日
、
是
謂
小
新
歳
。
進

酒
降
神
、
其
進
酒
尊
長
、
及
脩
刺
賀
君
・
師
・
耆
老
、
如
正
月
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
回
礼
の
儀
で
あ
る
。
正
日
と
冬
至
、
臘
日
の
翌
日
に

君
・
師
・
耆
老
等
の
も
と
へ
名
刺
を
携
え
て
拝
賀
に
赴
く
と
記
さ
れ
て
い
る
。

十
一
月
・
十
二
月
・
正
月
の
三
ヶ
月
間
、
毎
月
回
礼
す
る
と
い
う
の
は
些
か
奇

異
の
感
を
覚
え
る
が）

3
（

、
冬
至
は
後
世
「
亜
歳
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
歳
旦
に
準

じ
る
日
で
あ
り）

4
（

、
ま
た
、
臘
日
の
翌
日
も
「
小
新
歳
」
と
右
で
は
呼
ば
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
こ
の
両
日
に
正
日
同
様
、
年
頭
の
儀
と
し
て
の
「
脩
刺
謁
賀
」

が
行
わ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
後
述
す
る
墓
参
と
同
じ
く
、
本
来
回
礼
す
べ

き
祭
日
を
全
て
書
き
記
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

右
の
三
条
と
も
、
刺
謁
の
具
体
的
な
対
象
を
挙
げ
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
多

く
の
訪
問
先
を
示
す
の
が
正
月
条
で
、
他
の
二
条
は
「
君
・
師
・
耆
老
」
の
三

者
に
と
ど
ま
る
。
両
月
は
こ
の
三
対
象
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、そ
れ
と
も
、

直
後
に
「
如
正
月
」
と
あ
る
か
ら
略
述
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
俄
に
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

正
月
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
君
・
②
師
・
③
故
将
・
④
宗
人
・
⑤

父
兄
・
⑥
父
友
・
⑦
友
親
・
⑧
郷
党
耆
老
の
八
者
で
あ
る
。
②
⑦
⑧
に
つ
い
て

は
渡
部
著
書
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い) 5

(

。
④
⑤
は
次
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に

し
よ
う
。
こ
こ
で
は
①
③
⑥
に
関
し
て
私
見
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　

①
は
郡
太
守
の
こ
と
。
周
知
の
如
く
、当
時
太
守
に
呼
び
か
け
る
際
「
府
君
」

と
称
し
た
。
後
引
す
る
二
月
条
に
「
君
命
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
君
」
も
郡
守

を
指
す
に
違
い
な
い) 6

(

。
③
に
つ
い
て
は
、次
の
『
風
俗
通
義
』
第
二
・
正
失
・「
宋

均
令
虎
渡
江
」
の
記
載
に
着
目
し
た
い
。

九
江
多
虎
、
百
姓
苦
之
。
前
將
4

4

募
民
捕
取
、
武
吏
以
除
賦
課
、
郡
境
界
皆

設
陷
阱
。
後
太
守
宋
均
到
、
乃
移
記
屬
縣
曰
「
夫
虎
豹
在
山
、
黿
鼉
在
淵
、

物
性
之
所
託
。
故
江
、
淮
之
間
有
猛
獸
、
猶
江
北
之
有
雞
豚
。
今
數
爲
民

害
者
、
咎
在
貪
殘
居
職
使
然
、
而
反
逐
捕
、
非
政
之
本
也
。
壞
檻
阱
、
勿

復
課
録
、
退
貪
殘
、
進
忠
良
。」
後
虎
悉
東
渡
江
、
不
爲
民
害
。

王
利
器
氏
が
説
く
如
く
、
右
に
見
え
る
「
前
将
」
は
「
前
任
の
太
守
」
の
意
に

他
な
ら
な
い) 7

(

。
太
守
が
か
つ
て
「
郡
将
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
は
、
顔
師
古
が

　
　

謂
郡
守
爲
郡
將
者
、
以
其
兼
領
武
事
也
。

と
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
り) 8

(

、
し
か
も
『
魏
志
』
巻
二
九
・
方
技
・
管
輅
伝
注

引
「
管
輅
別
伝
」
に
は
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故
郡
將

4

4

4

劉
邠
字
含
元
、
清
和
有
思
理
、
好
易
而
不
能
精
。

と
見
え
る
。
管
輅
は
平
原
郡
の
人
で
、
こ
の
別
伝
は
当
郡
の
太
守
が
劉
邠
で
あ

っ
た
時
の
記
述
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、③
の
「
故
将
」
と
は
「
故

郡
将
」、
即
ち
「
も
と
の
太
守
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

旧
太
守
と
郡
民
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
興
味
深
い
話
が
『
風
俗
通
義
』
第
三
・

愆
礼
に
あ
る
。

河
南
尹
太
山
羊
嗣
祖) 9

(
、
在
家
、
平
原
相
封
子
衡
葬
母
、
子
衡
故
臨
太
山
數

十
日
、
時
嗣
祖
去
河
南
矣
。
子
衡
四
從
子
曼
慈
復
爲
太
山
、
士
大
夫
用
此

行
﹇
服
﹈
者
數
百
人
、
皆
齊
衰
絰
帶
。
時
與（
於
？
）太
尉
府
自
劾
歸
家
、

故
侍
御
史
胡
毋
季
皮
獨
過
相
候
、
求
欲
作
衰
。
謂
「
君
不
爲
子
衡
作
吏
、

何
制
服
。」
曰
「
衆
人
若
此
、
不
可
獨
否
。」
又
謂
「
足
下
徑
行
自
可
、
今

反
相
歴
、
令
子
失
禮
、
僕
豫
愆
。
古
有
弔
服
、
可
依
其
制
。」
因
爲
裁
縞

冠
幘
袍
單
衣
、
定
、
大
爲
同
作（
輩
？
）所
非
。
然
潁
川
有
識
陳
元
方
・
韓

元
長
・
綦
毋
廣
明
咸
嘉
是
焉
。

誤
字
や
脱
文
・
錯
簡
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
内
容
は
以
下
の

よ
う
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
も
と
太
守
で
あ
っ
た
封
子
衡
の
母
が
亡
く
な
る
と
、

泰
山
郡
の
「
士
大
夫
」
数
百
人
は
こ
ぞ
っ
て
斉
衰
の
喪
に
服
し
た
。
胡
毋
季
皮

も
右
に
倣
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
為
子
衡
作
吏
」（
封
子
衡
に
辟
召
さ
れ
て
郡

の
掾
属
と
な
る
）
で
は
な
い
の
だ
か
ら
「
弔
服
」
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
羊
嗣

祖
は
主
張
す
る
。
果
た
せ
る
か
な
、衆
人
の
非
難
を
あ
び
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

潁
川
の
陳
元
方
・
韓
元
長
・
綦
毋
廣
明
は
嗣
祖
の
見
解
を
支
持
し
た
、
と
。
そ

し
て
、『
風
俗
通
義
』
に
は
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
按
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。

謹
按
、
禮
「
爲
舊
君
齊
衰
三
月
。」
謂
策
名
委
質
爲
臣
吏
者
也
。
子
衡
臨

郡
日
淺
、
無
他
功
惠
、
又
非
其
身
。
嗣
祖
位
則
亞
卿
、
雅
有
令
稱
、
義
當

綱
紀
人
倫
、
爲
之
節
文
。
而
首
倡
導
犯
禮
違
制
、
使
東
嶽
一
郡
朦
朦
焉
、

豈
不
愍
哉
。

「
策
名
委
質
為
臣
吏
者
」（
掾
属
で
あ
っ
た
者
）
は
「
為
旧
君
斉
衰
三
月
」
と
い

う
礼
の
規
定
に
従
っ
て
、
斉
衰
の
喪
に
服
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う

で
な
い
者
は
、
封
子
衡
の
在
任
期
間
は
僅
か
数
十
日
で
あ
り
、
且
つ
逝
去
し
た

の
は
子
衡
自
身
で
は
な
く
、
そ
の
母
な
の
だ
か
ら
、
無
服
で
あ
る
は
ず
だ
。
應

劭
は
こ
の
よ
う
に
指
弾
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
話
は
実
話
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
党
錮
事
件

が
起
こ
っ
た
頃
、
つ
ま
り
「
過
礼
」
の
風
が
盛
ん
な
時
代
の
出
来
事
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
登
場
人
物
が
違
う
だ
け
で
、
話
の
内
容
そ
の
も
の
は

当
時
実
際
に
あ
っ
た
事
柄
と
考
え
て
大
過
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、

た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
話
に
は
特
別
な
条
件
が
あ
ま
り
に
も

多
い
。
本
文
を
再
度
見
る
と
、
そ
こ
に
「
子
衡
四
従
子
曼
慈
復
為
太
山）
10
（

」
と
あ

る
よ
う
に
、
現
任
の
太
守
は
旧
郡
守
の
眷
属
で
あ
っ
た
。「
士
大
夫
」
達
の
服

喪
は
、
現
郡
守
の
歓
心
を
得
る
た
め
の
極
め
て
打
算
的
な
行
動
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
も
、
應
劭
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
旧
太
守
が
在
職
し
た
の
は

数
十
日
と
極
端
に
短
く
、
服
喪
の
対
象
も
旧
守
そ
の
人
で
は
な
い
。
こ
こ
に
記

さ
れ
る
喪
礼
は
当
該
期
に
あ
っ
て
も
異
例
ず
く
め
の
極
め
て
稀
な
事
例
に
属
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
通
常
の
在
任
期
間
を
全
う
し
た
旧
太

守
自
身
の
死
亡
時
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。「
士
大
夫
」
た
る

者
、
按
語
に
見
え
る
『
儀
礼
』
喪
服
篇
の
規
定
に
則
っ
て
、
斉
衰
の
喪
に
服
す

る
。
こ
う
し
た
服
喪
が
当
然
視
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
と
思
う
。
應
劭
の

礼
解
釈
に
従
う
と
、こ
れ
も
ま
た「
非
礼
」な
礼
実
践
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
が
、

そ
れ
に
準
じ
た
場
合
で
も
、
旧
太
守
へ
の
郡
民
の
服
喪
が
全
否
定
さ
れ
た
わ
け
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で
は
な
い
。「
策
名
委
質
為
臣
吏
者
」、
つ
ま
り
郡
内
か
ら
辟
召
さ
れ
た
掾
属
の

旧
主
に
対
す
る
報
恩
の
念

│
心
情
的
な
結
び
つ
き

│
は
、
應
劭
で
す
ら
も

前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
事
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る)11

(

。

　

太
守
と
郡
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
孝
廉
選
挙
の
問

題
で
あ
る
。
孝
廉
察
挙
の
主
体
は
、
漢
代
を
通
じ
て
基
本
的
に
は
郡
国
の
長
官

に
限
定
さ
れ
て
い
た)12

(
。
そ
れ
故
、『
後
漢
書
』
列
伝
巻
三
四
・
胡
廣
伝
に

胡
廣
字
伯
始
、
南
郡
華
容
人
也
。
…
…
。
遂
察
孝
廉
、
既
到
京
師
、
試
以

章
奏
、
安
帝
以
廣
爲
天
下
第
一
。〔
注
：
續
漢
書
曰
「
故
事
、
孝
廉
高
第
、

三
公
尚
書
輒
優
之
、特
勞
來
其
舉
將
4

4

。
於
是
公
府
下
詔
書
勞
來
﹇
太
守
法
﹈

雄
焉
。」〕

と
あ
り
、
ま
た
、
同
書
列
伝
巻
六
六
・
循
吏
列
伝
・
童
恢
伝
に
も

童
恢
字
漢
宗
、
琅
邪
姑
幕
人
也
。
…
…
。
弟
翊
字
漢
文
、
名
高
於
恢
、
宰

府
先
辟
之
。
翊
陽
喑
不
肯
仕
、
及
恢
被
命
、
乃
就
孝
廉
、
除
須
昌
長
。
化

有
異
政
、
吏
人
生
爲
立
碑
。
聞
舉
將
4

4

喪
、
弃
官
歸
。

と
あ
る
。
察
挙
者
を
「
挙
将
」
と
称
し
た
の
は
、
挙
主
が
「
郡
将
」
で
あ
っ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
宮
崎
市
定
氏
は
、
後
漢
代
の
風
潮
と
し
て
「
太
守
よ
り

選
挙
を
受
け
た
時
に
は
、
そ
の
知
遇
に
感
激
し
て
、
身
命
を
捧
げ
る
の
も
珍
し

く
な
い
。
そ
れ
で
太
守
の
死
没
に
は
、
親
に
対
す
る
と
同
じ
服
喪
三
年
と
い
う

の
が
早
く
か
ら
あ
」
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る）
13
（

。
右
の
童
翊
は
、
ま
さ
に
こ
の
具
体

例
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
か
る
被
察
挙
者
の
喪
礼
行
為
は
、
挙
主
で
あ
る
太

守
が
転
任
後
に
死
没
し
た
場
合
、
即
ち
「
故
将
」
と
な
っ
て
も
、
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
同
書
列
伝
巻
二
三
・
鄭
弘
に

鄭
弘
字
巨
君
、
會
稽
山
陰
人
也
。
…
…
。
弘
少
爲
郷
嗇
夫
、
太
守
第
五
倫

行
春
、
見
而
深
奇
之
、
召
署
督
郵
、
舉
孝
廉
。 

…
…
。
元
和
元
年（
八
四
）、

代
鄧
彪
爲
太
尉
。
時
舉
將
第
五
倫
爲
司
空
、
班
次
在
下
、
毎
正
朔
朝
見
、

弘
曲
躬
而
自
卑
。
帝
問
知
其
故
、
遂
聽
置
雲
母
屏
風
、
分
隔
其
間
、
由
此

以
爲
故
事
。

と
あ
る
よ
う
に
、
挙
将
と
被
挙
者
の
上
下
関
係
は
選
挙
後
に
お
い
て
も
不
変
で

あ
っ
た
。『
魏
志
』
巻
一
二
・
邢
顒
伝
が

邢
顒
、
字
子
昂
、
河
間
鄚
人
也
。
舉
孝
廉

4

4

4

、
司
徒
辟
、
皆
不
就
。
…
…
。

太
祖
辟
顒
爲
冀
州
從
事
、時
人
稱
之
曰
「
德
行
堂
堂
邢
子
昂
。」
除
廣
宗
長
、

以
故
將
喪
棄
官

4

4

4

4

4

4

。
有
司
舉
正
、
太
祖
曰
「
顒
篤
於
舊
君
、
有
一
致
之
節
。」

勿
問
也
。

と
記
す
如
く
、
邢
顒
が
「
故
将
」
の
死
に
際
し
て
棄
官
し
服
喪
し
た
の
は
、
曹

操
の
述
べ
る
よ
う
に
、
挙
主
た
る
「
旧
君
」
へ
の
篤
き
報
恩
の
情
に
基
づ
い
て

い
た
の
で
あ
る
。
辟
召
・
察
挙
を
媒
介
と
し
た
太
守
│
郡
民
の
関
係
は
、
一
度

構
築
さ
れ
れ
ば
長
期
間
維
持
し
続
け
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た)14

(

。

　

掾
属
・
被
挙
者
の
母
体
で
あ
る
豪
族
に
と
っ
て
、「
郡
守
」
と
い
う
の
は
極

め
て
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
故
に
そ
れ
と
の
関
係
を
確
認
し
持
続

さ
せ
る
べ
く
、
毎
年
定
期
的
に
刺
謁
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
官
人
に
と

っ
て
も
太
守
と
な
る
こ
と
の
意
義
は
頗
る
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
蓄
財
だ

け
で
は
な
く
、
人
的
資
産
の
拡
充
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
そ
れ
へ
の
就
任
は

旨
み
が
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
⑥
の
父
友
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
な
ぜ
、
父
友
が
回
礼

の
対
象
に
含
ま
れ
た
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
『
風
俗
通
義
』
第
四
・
過
誉
に

次
の
よ
う
な
話
が
見
え
る
。

南
陽
五
世
公
、
爲
廣
漢
太
守
、
與
司
徒
長
史
段
遼
叔
同
歳
、
遼
叔
大
子
名

舊
、才
操
鹵
鈍
、小
子
髠
既
見
齒
郷
黨
、到
見
股
肱
曰
「
太
守
與
遼
叔
同
歳
、
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恩
結
締
素
、
薄
命
早
亡
、
幸
來
臨
郡
、
今
年
且
以
此
相
饒
舉
其
子
。
如
無

罪
得
至
後
歳
、
貫
魚
之
次
、
敬
不
有
違
。」
有
主
簿
柳
對
曰
「
明
府
謹
終

追
遠
、興
微
繼
絶
、然
舊
實
不
如
髠
、宜
可
授
之
。」
世
公
於
是
厲
聲
曰
「
丈

夫
相
臨
、
兒
女
尚
欲
舉
之
、
何
謂
高
下
之
間
耶
。
釋
兄
用
弟
、
此
爲
故
殃

段
氏
之
家
、
豈
稱
相
遭
遇
之
意
乎
。」
竟
舉
舊
也
。
世
公
轉
換
南
陽
、
與

東
萊
太
守
蔡
伯
起
同
歳
、
欲
舉
其
子
、
伯
起
自
乞
子
瓚
尚
弱
、
而
弟
琰
幸

以
成
人
、
是
歳
舉
琰
、
明
年
復
舉
瓚
。（
後
略
）

文
中
の
「
同
歳
」
と
は
、
呉
樹
平
・
王
利
器
の
両
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
同

い
年
」
で
は
な
く
、「
同
年
に
察
挙
を
受
け
た
」
の
意
で
あ
る）
15
（

。
五
世
公
な
る

人
物
が
、
広
漢
太
守
の
時
、
こ
う
し
た
間
柄
で
既
に
死
没
し
て
い
た
段
遼
叔
の

遺
子
二
人
を
、
ま
た
、
南
陽
太
守
転
任
後
に
は
同
じ
く
「
同
歳
」
で
あ
る
蔡
伯

起
の
弟
と
子
を
推
挙
し
た
と
い
う
。
そ
の
動
機
が
「
恩
結
締
素
」、即
ち
「
同
歳
」

の
旧
友
に
対
す
る
恩
愛
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
段
舊
・
段
髠
の

兄
弟
お
よ
び
蔡
瓚
の
三
名
は
、
ま
さ
に
父
友
の
恩
顧
に
浴
し
た
の
で
あ
る
。
右

の
話
は
、
父
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
引
き
継
ぎ
維
持
す
る
の
が
、
子
に
と
っ
て
も

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
父
友
に
刺
謁
す
る
所
以

で
あ
ろ
う
。

　

第
二
節　

振
贍

　

振
贍
に
つ
い
て
は
次
の
両
条
が
確
認
で
き
る
。

【
三
月
】

是
月
也
、冬
穀
或
盡
、椹
・
麥
未
熟
、乃
順
陽
布
德
、振
贍
匱
乏
。
務
先
九
族
4

4

、

自
親
者
始
。
無
或
蘊
財
〔
蘊
、
積
〕、
忍
人
之
窮
、
無
或
利
名
、
罄
家
繼

富
〔
罄
、
竭
也
〕。
度
入
爲
出
。
處
厥
中
焉
。

【
九
月
】

九
月
、
治
場
圃
、
塗
困
倉
、
修
簞
窖
、
繕
五
兵
、
習
戰
射
、
以
備
寒
凍
窮

厄
之
寇
。
存
問
九
族
4

4

孤
寡
老
病
不
能
自
存
者
、
分
厚
徹
重
、
以
救
其
寒
。

三
月
は
端
境
期
の
た
め
の
、九
月
は
冬
に
備
え
て
の
振
贍
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、

十
月
収
穫
後
の
こ
と
と
し
て

【
十
月
】

五
穀
既
登
、
家
儲
蓄
積
。
乃
順
時
令
、
勑
喪
紀
。
同
宗
4

4

有
貧
窶
久
喪
不
堪

葬
者
、
則
糾
合
宗
人
4

4

、
共
與
舉
之
。
以
親
疏
貧
富
爲
差
、
正
心
平
斂
、
無

相
踰
越
、
務
先
自
竭
、
以
率
不
隨
。

と
見
え
る
。
こ
れ
も
ま
た
困
窮
者
の
救
済
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
葬

儀
の
支
援
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
三
月
・
九
月
の
条
と
十
月
条
と
で
は
、
そ
の
対
象
に
表
記

の
違
い
が
あ
る
点
で
あ
る
。
前
者
は
と
も
に「
九
族
」、後
者
は「
同
宗
」と
記
す
。

「
同
宗
」と
後
文
の「
宗
人
」が
同
姓
父
系
親
を
指
す
こ
と
は
贅
言
を
要
す
ま
い
。

葬
儀
と
い
う
扶
助
の
具
体
的
な
中
身
も
そ
れ
に
照
応
し
て
い
る
。で
は
、「
九
族
」

と
は
ど
の
よ
う
な
範
疇
を
表
し
て
い
る
の
か
。

　
『
月
令
』中
で「
九
族
」の
用
例
を
検
索
す
る
と
、先
の
三
月
・
九
月
条
の
他
に
、

も
う
一
例
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
十
二
月
条
で
あ
る
。

【
十
二
月
】

是
月
也
、羣
神
頻
行
〔
頻
行
、並
行
〕、大
蜡
禮
興
。
乃
冢
祠
君
・
師
・
九
族
4

4

・

友
朋
、
以
崇
慎
終
不
背
之
義
。

こ
の
直
前
が
、
第
一
節
で
引
用
し
た
十
二
月
回
礼
の
儀
の
後
文
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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【
十
二
月
】

其
明
日
、又
祀
、是
謂
蒸
祭
。
後
三
日
、祀
冢
、事
畢
、乃
請
召
宗
族
4

4

・
婚
姻
4

4

・

賓
旅
〔
旅
、
客
〕、
講
好
和
禮
、
以
篤
恩
紀
。
休
農
息
役
、
惠
必
下
浹
。

こ
こ
に
「
宗
族
・
婚
姻
」
と
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
続
い
て
記
さ
れ
る
「
九

族
」
と
は
、
こ
の
両
者
を
あ
わ
せ
た
称
謂
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

周
知
の
如
く
、「
九
族
」
な
る
語
は
経
書
中
に
も
見
え
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
古
文
学
派
と
今
文
学
派
と
の
間
で
意
見
が
異
な
っ
た
。
古
文
派
が
高
祖
よ

り
玄
孫
に
至
る
直
系
の
父
系
親
に
限
る
の
に
対
し
て
、
今
文
派
は
父
党
の
他
に

母
党
・
妻
党
の
異
姓
親
を
含
め
る
。『
白
虎
通
』
巻
八
・
宗
族
・
論
九
族
に
は
「
父

族
四
、
母
族
三
、
妻
族
二
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
後
漢
王
朝
政
府
の
国
定

解
釈
は
今
文
説
に
従
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
月
令
』
の
用
法
は
こ
れ
に

準
拠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
三
月
条
に
「
務
先
九
族
、
自
親
者
始
」
と
見

え
る
が
、こ
こ
で
崔
寔
は
「
九
族
（
即
ち
親
族
）
を
優
先
し
、そ
れ
も
、よ
り
『
親
』

な
る
者
か
ら
始
め
よ
」
と
訓
示
し
て
い
る
の
は
な
か
ろ
う
か
。
己
を
中
心
と
す

る
親
族
の
範
囲
内
で
、
同
心
円
的
に
対
象
を
広
げ
て
い
く
振
贍
を
理
想
的
な
あ

り
方
と
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る)16

(

。

　

以
上
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、「
同
宗
」「
宗
人
」「
宗
族
」
は
「
九
族
」
の

下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
た
る
。
十
月
条
に
お
い
て
葬
送
の
援
助
が
「
同
宗
」
に

限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
事
が
喪
礼
に
属
す
る
の
だ
か
ら
当
然
と
い
え
よ
う
。

そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
本
条
で
は
親
疎
・
貧
富
を
基
準
に
し
て
負
担
を
割
り

当
て
、
不
公
平
感
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
旨
が
説
か
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
こ
う
し
た
支
援
の
体
制
が
ど
こ
ま
で
十
全
に
機
能
し
て
い
た
か
は
、
些

か
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
後
漢
書
』
列
伝
巻
四
二
の
崔
寔
伝
に
以
下
の
如

く
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

初
、
寔
父
卒
、
剽
賣
田
宅
、
起
冢
塋
、
立
碑
頌
。
葬
訖
、
資
産
竭
盡
、
因

窮
困
、
以
酤
釀
販
鬻
爲
業
。
時
人
多
以
﹇
此
﹈
譏
之
、
寔
終
不
改
。
亦
取

足
而
已
、
不
致
盈
餘
。
及
仕
官
、
歴
位
邊
郡
、
而
愈
貧
薄
。
建
寧
中
病
卒
。

家
徒
四
壁
立
、
無
以
殯
斂
、
光
祿
勳
楊
賜
・
太
僕
袁
逢
・
少
府
段
熲
爲
備

棺
槨
葬
具
、
大
鴻
臚
袁
隗
樹
碑
頌
德
。

か
く
あ
る
べ
し
と
『
月
令
』
中
に
書
き
記
し
た
崔
寔
が
死
没
し
た
際
、
そ
の
葬

儀
を
物
質
的
に
援
助
し
た
の
は
楊
賜
等
で
あ
っ
た
。こ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
、

「
宗
人
」に
よ
る
扶
助
活
動
は
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。と
し
た
時
、

十
月
条
の
記
載
で
目
を
引
く
の
が
末
尾
の
「
務
先
自
竭
、以
率
不
随
」
で
あ
る
。

「
随
わ
ざ
る
」
者
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
務

め
て
先
ず
自
ら
竭
く
す
」
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
「
宗
人
」
が
い
な
い
と
、「
同
宗
」

内
の
団
結
は
十
分
に
維
持
し
え
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
役
割
を
担
え
よ
、
と
子

孫
達
に
訴
え
か
け
て
い
る
。
崔
寔
伝
の
記
載
（
即
ち
彼
の
没
後
の
実
情
）
を
ふ

ま
え
る
と
、
本
条
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
と
感
じ
ら
れ
て
な
ら

な
い
。
そ
し
て
実
際
そ
う
で
あ
っ
た
の
な
ら
、こ
の
十
月
条
の
記
述
を
以
て「
宗

人
」
間
の
結
束
力
を
安
易
に
強
調
す
る
の
は
危
険
と
い
え
よ
う
。

　
「
同
宗
」
の
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
家
」
で
あ
る
。
三
月
条
に
「
名
を
利も

と

め
て
、

家
の
継
富
を
罄つ

く
す
こ
と
或
る
無
か
れ
」
と
あ
り
、
振
贍
時
の
心
得
と
し
て
家

産
の
蕩
尽
を
戒
め
る
。「
家
」
の
存
続
が
第
一
義
と
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
言

う
ま
で
も
な
い
。
で
は
、『
月
令
』
に
お
い
て
「
家
」
は
ど
の
よ
う
な
集
団
と

し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
、
前
節
で
引

い
た
元
日
条
の
冒
頭
部
分
を
、
省
略
し
た
箇
所
も
含
め
て
再
度
引
用
し
よ
う
。

正
月
之
旦
、是
謂
正
日
。
躬
率
妻
孥
〔
孥
、子
也
〕、潔
祀
祖
禰
〔
祖
、祖
父
、

禰
、父
也
〕。
前
期
三
日
、家
長
及
執
事
、皆
致
齊
焉
〔
禮
、將
祀
、必
﹇
当
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作｢

散｣

﹈
齊
七
日
、
致
齊
三
日
、
家
人
苦
多
務
、
故
倶
致
齊
也
〕。
及
祀

日
、
進
酒
降
神
、
畢
、
乃
家
室
尊
卑
、
無
大
無
小
、
以
次
列
坐
先
祖
之
前
、

子
婦
孫
曾
〔
子
、
直
謂
子
、
婦
、
子
之
妻
〕、
各
上
椒
酒
於
其
家
長
、
稱

觴
舉
壽
、
欣
如
也
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
正
日
に
お
け
る
行
事
が
「
家
長
」
を
主
体

に
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
祖
禰
の
祭
祀
は
、
そ
れ
が
妻
と
子
を
率
い
て
行

う
と
あ
る
。
子
の
世
代
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
「
家
」
は
父
母
・
妻
子
・
同
産
の

所
謂
三
族
制
家
族
と
定
義
さ
れ
よ
う
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
で
は
筆
者
崔
寔
の
視

点
に
即
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
右
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
家
長
」

夫
妻
と
そ
れ
を
頂
点
と
し
た
直
系
卑
属
か
ら
な
る
「
家
」
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
な
お
、
祖
禰
祭
祀
に
続
く
拝
賀
の
儀
も
含
め
て
、
元
日
の
儀
式
が
「
家
」

内
の
行
事
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
も
留
意
さ
れ
た
い
。

　
「
家
長
」
を
基
点
に
す
る
と
、
こ
の
「
家
」
に
傍
系
親
は
い
な
い
。
こ
れ
に

あ
た
る
の
が
、年
頭
の
回
礼
の
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
宗
人
」
と
「
父
兄
」

で
あ
ろ
う
。
後
者
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る）
17
（

。

　
　

（a）
同
宗
の
父
兄
輩
（「
宗
人
父
兄
」
を
一
語
と
見
な
す
）

　
　

（b）
氏
族
（clan

）
内
の
年
配
者

　
　

（c）
父
方
の
お
じ
（paternal uncle

）

　
　

（d）
漢
初
の
里
内
を
統
率
し
て
い
た
父
老
の
よ
う
な
人
び
と

（a）
説
の
よ
う
に
四
字
で
一
語
と
な
る
な
ら
ば
、「
宗
人
父
兄
」
で
は
な
く
「
同

宗
父
兄
」
と
表
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。「
宗
人
」
と
「
父
兄
」
は
分
け
て
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（b） 

（c）
で
は
「
宗
人
」
と
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
（d）
な

ら
「
郷
党
耆
老
」
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
の
解
釈
も
矛
盾
を
含
ん

で
い
る
。

　

解
決
の
糸
口
は
当
時
の
称
謂
制
に
あ
る
。『
儀
礼
』
士
冠
礼
に

　
　

若
孤
子
、
則
父
兄
戒
宿
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
鄭
玄
は

　
　
「
父
兄
」、
諸
父
諸
兄
。

と
注
を
付
す
。
加
冠
の
対
象
が
「
孤み
な
し
ご子
」
な
の
だ
か
ら
、
経
文
の
「
父
」
が
実

父
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
も
周
知
の
と
お
り
、
漢
代
に
お
い
て
は
伯
叔
父

を
単
に
「
父
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
っ
た）
18
（

。
鄭
玄
に
と
っ
て
こ
こ
に
「
諸
父
（
父

の
兄
弟
）」
と
注
す
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
解
釈
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。『
月
令
』

中
の
「
家
長
」
も
父
は
既
に
死
没
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
諸
父
」
と
わ
ざ
わ

ざ
書
か
な
く
て
も
人
々
は
わ
か
っ
て
く
れ
る
と
崔
寔
は
判
断
し
た
に
違
い
な

い
。

　

つ
ま
り
、「
父
兄
」
は
「
諸
父
諸
兄
」
の
意
と
理
解
さ
れ
る
。「
諸
」
字
を
削

れ
ば
、
二
字
の
フ
レ
ー
ズ
と
な
る
の
で
、
収
ま
り
も
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
具

体
的
に
は
、
実
の
兄
に
従
父
と
そ
の
子
（
即
ち
従
兄
）
を
指
し
示
し
て
い
る
の

で
あ
っ
た）
19
（

。
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
父
系
親
が
「
宗
人
」
と
は
別
に
特
記
さ
れ

た
の
か
。
そ
れ
は
彼
ら
が
と
り
わ
け
親
し
い
同
姓
親
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。『
後
漢
書
』
列
伝
巻
五
七
・
党
錮
列
伝
に

光
和
二
年（
一
七
九
）、
上
祿
長
和
海
上
言
「
禮
、
從
祖
兄
弟
別
居
異
財
、

恩
義
已
輕
、
服
屬
疎
末
。
而
今
黨
人
錮
及
五
族
、
既
乖
典
訓
之
文
、
有
謬

經
常
之
法
。」
帝
覽
而
悟
之
、
黨
錮
自
從
祖
以
下
、
皆
得
解
釋
。

と
あ
り
、
当
時
の
礼
意
識
に
お
い
て
「
従
祖
以
下
」
は
「
恩
義
已
に
軽
く
、
服

疎
末
に
属
す
」
る
親
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
従
父
以

上
は
恩
義
重
く
服
親
近
な
傍
系
親
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翻
っ
て
『
月
令
』

正
日
条
を
見
る
と
、「
家
長
」
が
妻
子
を
従
え
て
祀
る
の
は
「
祖4
禰
」
で
あ
っ
た
。
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次
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
祭
祀
の
対
象
は
年
間
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
従
父
・
従
子
は
祖
父
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
同
姓
親
に
あ
た
る
。

即
ち
、
同
じ
「
祖
」
を
と
も
に
拝
す
る
間
柄
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
関
係

が
、
従
父
の
親
を
他
の
「
宗
人
」
と
区
別
す
る
感
覚
の
源
泉
で
あ
っ
た
と
推
断

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
図
式
化
し
て
ま
と
め
る
と
、『
月
令
』
の
「
家
」
は
、

「
家
長
」
夫
妻
と
そ
れ
を
頂
点
と
す
る
直
系
卑
属
か
ら
な
る
。
そ
の
周
り
に
は

従
父
の
親
が
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
「
家
」
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
「
家
」

は
唯
一
の
最
上
位
世
輩
者
（「
家
長
」）
が
死
没
す
る
と
、
前
の
世
代
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
直
下
の
世
輩
者
（「
子
」）
が
各
々
独
立
し
て
、
そ
れ
を
頂
点

と
す
る
新
た
な
「
家
」
を
形
成
す
る
。
従
父
親
の
外
側
に
は
「
宗
人
」
の
「
家
」

が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
同
宗
」
意
識
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、

そ
の
結
合
は
強
固
と
は
い
え
ず
、「
同
宗
」
内
の
環
境
に
よ
っ
て
結
束
力
は
大

き
く
変
動
し
た
。
か
か
る
同
姓
の
「
宗
族
」
の
他
に
「
家
長
」
の
「
婚
姻
」
が

い
て
、
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
「
九
族
」
と
総
称
し
た
。「
婚
姻
」
が
具
体
的
に

誰
と
繋
が
る
姻
戚
を
指
す
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、基
本
的
に
そ
れ
は
「
家
長
」

の
「
家
」
と
の
み
関
係
す
る
異
姓
親
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
崔
寔
が
『
月

令
』
の
中
で
想
定
し
た
親
族
は
、
お
そ
ら
く
か
く
の
如
く
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

第
三
節　

潔
祀

　

先
学
が
つ
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
月
令
』
中
に
は
祖
先
祭
祀
に
関
す
る

記
事
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
正
日
潔
祀
の
記
述
は
既
に
引
い
た
の
で
、
そ
れ
以

降
の
記
載
を
以
下
列
記
し
よ
う
。

【
正
月
】

百
卉
萌
動
、
蟄
蟲
啓
戸
。
乃
以
上
丁
、
祀
祖
于
門
〔
祖
、
道
神
、
黄
帝
之

子
曰
累
祖
、
好
遠
遊
、
死
道
路
、
故
祀
以
爲
道
神
。
正
月
、
草
木
可
遊
、

蟄
蟲
將
出
、
因
此
祭
之
、
以
求
道
路
之
福
〕、
道
陽
出
滯
、
祈
福
祥
焉
。

又
以
上
亥
、
祠
先
穡
〔
先
穡
、
謂
先
農
之
徒
、
始
造
稼
穡
也
〕
及
祖
禰
、

以
祈
豐
年
〔
是
之
日
、
并
復
祀
先
祖
也
。
祈
、
求
也
〕。

【
二
月
】

二
月
祠
太
社
之
日
、
薦
韭
・
卵
于
祖
禰
。
前
期
齊
饌
掃
滌
、
如
正
祀
焉
。

其
夕
又
案
冢
簿
、
饌
祠
具
、
厥
明
、
於
冢
上
薦
之
。
其
非
冢
良
日
、
若
有

君
命
他
急
、
筮
擇
冢
祀
日
。

【
五
月
】

夏
至
之
日
、
薦
麥
・
魚
于
祖
禰
、
厥
明
、
祠
。
前
期
一
日
、
饌
具
齊
掃
滌
、

如
薦
韭
・
卵
。

【
六
月
】

六
月
初
伏
、
薦
麥
・
瓜
于
祖
禰
。
齊
饌
掃
滌
、
如
薦
麥
・
魚
。

【
八
月
】

是
月
也
、
以
祠
泰
社
日
、
薦
黍
・
豚
于
祖
禰
、
厥
明
、
祀
冢
、
如
薦
麥
・
魚
。

【
十
一
月
】

十
一
月
、
冬
至
之
日
、
薦
黍
・
羊
。
先
薦
玄
冥
于
井
、
以
及
祖
禰
、
齊
饌

掃
滌
、
如
薦
黍
・
豚
。
其
進
酒
尊
長
、
及
脩
刺
謁
賀
君
・
師
・
耆
老
、
如

正
月
。

【
十
二
月
】

十
二
月
、﹇
臈
﹈
日
、
薦
稻
・
鴈
。
前
期
五
日
、
殺
猪
、
三
日
殺
羊
、
前

除
二
日
、
齊
饌
掃
滌
、
遂
臈
先
祖
・
五
祀
。
其
明
日
、
是
謂
小
新
歳
。
進
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酒
降
神
、
其
進
酒
尊
長
、
及
脩
刺
賀
君
・
師
・
耆
老
、
如
正
月
。
其
明
日
、

又
祀
、
是
謂
蒸
祭
。
後
三
日
、
祀
冢
、
事
畢
、
乃
請
召
宗
族
・
婚
姻
・
賓

旅
〔
旅
、
客
〕、
講
好
和
禮
、
以
篤
恩
紀
。
休
農
息
役
、
惠
必
下
浹
。

こ
の
他
に
、
供
物
進
献
の
記
事
も
見
え
る
。

【
十
一
月
】

可
釀
醢
、
伐
竹
木
、
買
白
犬
養
之
、
以
供
祖
禰
。

以
上
の
如
く
、
正
月
（
正
日
と
上
亥
の
二
度
）・
二
月
・
五
月
・
六
月
・
八
月
・

十
一
月
・
十
二
月
に
「
致
斉
・
饌
具
・
掃
滌
」
の
上
で
祭
祀
を
行
う
と
あ
る
。

そ
の
対
象
は
一
貫
し
て
「
祖
禰
」
で
あ
り
、
前
節
所
引
の
正
日
条
に
は
「
祖
は

祖
父
、
禰
は
父
な
り
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。『
公
羊
伝
』
隱
公
元
年
の
何
休

注
に

　
　

生
稱
父
、
死
稱
考
、
入
廟
稱
禰
。

と
見
え
、「
入
廟
」
後
の
父
を
「
禰
」
と
称
し
た
と
あ
る
か
ら
、
諸
月
の
祭
祀

は
家
廟
の
如
き
特
別
の
施
設
か
、
あ
る
い
は
正
堂
に
設
け
ら
れ
た
専
用
の
祭
壇

に
お
い
て
行
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
か
に
推
察
さ
れ
る)20

(
。

　

潔
祀
が
挙
行
さ
れ
る
月
に
つ
い
て
は
、『
後
漢
書
』
列
伝
巻
四
五
・
清
河
孝

王
慶
伝
に

常
以
﹇
生
母
宋
﹈
貴
人
葬
禮
有
闕
、
毎
竊
感
恨
、
至
四
節
伏
臘
、
輒
祭
於

私
室
。

と
あ
り
、
こ
の
「
四
節
伏
臘
」
と
合
致
す
る
。
即
ち
、
歳
首
正
月
に
仲
春
二
月
・

仲
夏
五
月
・
仲
秋
八
月
・
仲
冬
十
月
の
四
節
と
六
月
初
伏
・
十
二
月
臘
日
が
祖

禰
を
祭
祀
す
べ
き
時
で
あ
っ
た
。
同
書
列
伝
巻
二
三
・
虞
延
伝
に

建
武
初
、
仕
執
金
吾
府
、
除
細
陽
令
。
毎
至
歳
時
伏
臘
、
輒
休
遣
徒
繫
、

各
使
歸
家
、
並
感
其
恩
德
、
應
期
而
還
。

と
あ
り
、
細
陽
令
の
虞
延
が
「
歳
時
伏
臘
」
に
刑
徒
の
帰
宅
を
許
し
た
の
も
、

祖
先
へ
の
孝
養
を
つ
く
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
際
、
当
時

の
人
々
は
、
祖
霊
の
平
安
を
祈
る
と
同
時
に
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
九
二
・
礼
儀

部
一
三
・「
葬
」
項
引
く
『
風
俗
通
義
』
に

　
　

俗
説
、
凡
祭
祀
先
祖
、
所
以
求
福
。

と
見
え
る
如
く
、「
福
」
の
将
来
を
祈
願
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
節
前
掲
正
月

条
に
「
先
穡
及
び
祖
禰
を
祠
り
、
以
て
豊
年
を
祈
る
」
と
あ
る
点
か
ら
も
、
こ

う
し
た
心
情
が
窺
え
る
。

　

祭
礼
に
あ
た
っ
て
は
、
祭
壇
に
供
物
が
進
献
さ
れ
た
。
進
物
の
種
類
は
季
節

に
よ
っ
て
異
な
り
、
渡
部
著
書
の
解
説
す
る
と
お
り
、
そ
れ
は
『
礼
記
』
王
制

が

庶
人
春
薦
韭
、
夏
薦
麥
、
秋
薦
黍
、
冬
薦
稻
。
韭
以
卵
、
麥
以
魚
、
黍
以

豚
、
稻
以
鴈
。

と
記
す
礼
奠
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
か
か
る
供
物
以
外
に
、『
月
令
』
に

【
正
月
】

命
典
饋
釀
春
酒
、
必
躬
親
絜
敬
、
以
供
夏
至
・
初
伏
之
祀
。

【
六
月
】

至
七
月
七
日
、
當
以
作
麹
〔
起
六
反
。
凡
臥
寢
之
十
日
。
不
能
十
日
、
六

日
・
七
日
亦
可
〕。
必
躬
親
潔
敬
、
以
供
禋
祀
〔
禋
、
潔
〕。

【
十
月
】

上
辛
、
命
典
饋
漬
麴
、
麹
澤
、
釀
冬
酒
。
必
躬
親
潔
敬
、
以
供
冬
至
・
臈
・

正
・
祖
、
薦
韭
・
卵
之
祠
。
是
月
也
、
作
脯
・
腊
、
以
供
臈
祀
。

と
あ
る
か
ら
、
潔
祀
で
は
酒
と
麹
も
献
饌
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る)21

(

。
な
お
、
酒
・

麹
の
製
造
に
際
し
て
は
「
必
ず
躬み

ず
か親
ら
潔
敬
す
る
」
よ
う
、
崔
寔
は
説
く
。
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十
月
条
の
最
後
に
、「
臈
祀
」
に
供
す
る
た
め
、
こ
の
月
に
「
脯
・
腊
」（
干

し
肉
）
を
作
る
と
見
え
る
。
翌
月
の
条
に

【
十
一
月
】

乃
以
漸
饌
黍
・
稷
・
稻
・
粱
・
諸
供
臈
祀
之
具
。

と
あ
る
の
も
、
目
的
は
同
じ
い
。
臘
日
に
備
え
て
こ
れ
ら
の
物
品
が
準
備
さ
れ

た
の
は
、
こ
の
日
が
年
中
行
事
の
な
か
で
最
も
重
要
な
祭
日
に
あ
た
る
か
ら
だ

ろ
う
。
と
同
時
に
、
こ
れ
と
は
別
の
理
由
も
あ
っ
た
。
前
掲
の
十
二
月
条
を
見

る
と
、
臘
日
か
ら
五
日
後
に
墓
参
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
終
了
し
た
後
に
「
宗
族
・

婚
姻
・
賓
旅
（
＝
賓
客
）
を
請
招
し
て
、
好
み
を
講
じ
礼
に
和
し
、
以
て
恩
紀

を
篤
く
す
」
と
あ
る
。
如
上
の
品
々
は
、
こ
の
宴
席
に
そ
の
ま
ま
設
え
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。

　

会
食
の
目
的
は
、明
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
「
篤
恩
紀
」
に
あ
っ
た
。「
共
食
」

を
通
じ
て
互
い
の
関
係
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
参
列
者
は

「
宗
族
・
婚
姻
・
賓
客
」
の
三
者
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
「
宗
族
」
と
あ
る
か
ら
、

か
か
る
「
共
食
」
の
場
が
「
同
宗
」
内
の
団
結
力
を
高
め
る
契
機
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
期
す
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
婚
姻
」と「
賓
客
」も
参
席
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
と
、

「
同
宗
」
に
で
は
な
く
、
ホ
ス
ト
で
あ
る
「
家
長
」
乃
至
そ
の
「
家
」
に
基
点

を
置
い
て
宴
席
の
性
格
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
右
の
三
者
と

当
該
「
家
」
の
構
成
員
と
が
相
互
の
関
係
を
改
め
て
確
認
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が

「
共
食
」
開
催
の
根
本
的
な
動
機
で
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
二

月
の
宴
席
は
、こ
の
「
家
」
の
「
家
事
」
と
し
て
挙
行
さ
れ
た
の
だ
ろ
う)22

(

。『
睡

虎
地
秦
簡
』
封
診
式
の
「
毒
言
」
に

爰
書
、
某
里
公
士
甲
等
廿
人
詣
里
人
士
五（
伍
）丙
、
皆
告
曰
「
丙
有
寧
毒

言
、
甲
等
難
飲
食
焉
、
來
告
之
。」
即
疏
書
甲
等
名
事
關
諜（
牒
）北（
背
）。

●
訊
丙
、
辭
曰
「
外
大
母
同
里
丁
坐
有
寧
毒
言
、
以
卅
餘
歳
時
（
遷
）。

丙
家
節（
即
）有
祠
、召
甲
等
、甲
等
不
肯
來
、亦
未
嘗
召
丙
飲
。
里
節（
即
）

有
祠
、
丙
與
里
人
及
甲
等
會
飲
食
、
皆
莫
肯
與
丙
共
桮（
杯
）器
。
甲
等
及

里
人
弟
兄
及
它
人
智（
知
）丙
者
、皆
難
與
丙
飲
食
。
丙
而
不
把
毒
、毋（
無
）

它
坐
。」

と
あ
り
、
こ
こ
に
里
を
単
位
と
す
る
も
と
個
々
の
里
人
が
主
催
す
る
も
の
の
、

二
種
の
「
会
飲
食
」
を
確
認
で
き
る
が
、『
月
令
』
十
二
月
条
の
「
共
食
」
は
、

こ
の
秦
簡
に
見
え
る
里
人
の
「
祠
」
後
の
「
飲
」
と
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
る)23

(

。

　

さ
て
、
祖
禰
の
祭
祀
は
墳
墓
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。
臘
日
五
日
後
の
墓
祭

に
つ
い
て
は
既
に
紹
介
し
た
。
こ
の
他
に
二
月
と
八
月
の
両
条
に
上
冢
の
記
載

が
見
え
る
。
そ
し
て
、
五
月
夏
至
も
墓
参
の
日
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
八
月
条
に
は
「
厥
明
、
祀
冢
、
如
薦
麥
・
魚
」
と
あ
り
、
末
尾
の
「
麥
・

魚
を
薦
め
る
」
は
夏
至
の
祭
礼
を
指
す
。「
如
薦
○
○
」
は
祭
祀
の
記
載
に
付

さ
れ
た
常
套
句
で
、
通
常
「
○
○
」
の
箇
所
に
は
直
前
の
祀
日
の
供
物
が
記
入

さ
れ
る
が
、
八
月
条
だ
け
は
直
近
の
六
月
で
は
な
く
、
五
月
夏
至
条
の
進
物
が

記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
夏
至
条
を
見
る
と
、「
厥
明
、
祠
」
と
「
祠
」
の

対
象
を
欠
い
て
い
る
。
こ
こ
に
「
冢
」
字
を
補
う
べ
き
で
あ
ろ
う)24

(

。

　

脱
字
の
根
拠
は
他
に
も
あ
る
。『
風
俗
通
義
』
第
七
・
窮
通
に
以
下
の
如
く

見
え
る
。

太
傅
汝
南
陳
蕃
仲
舉
、去
光
祿
勳
、還
到
臨
潁
巨
陵
亭
、…
…
。
蕃
本
召
陵
、

父
梁
父
令
、
別
仕
平
輿（25

）、
其
祖
河
東
太
守
、
冢
在
召
陵
、
歳
時
往
祠
、

以
先
人
所
出
、
重
難
解
亭
、
止
諸
冢
舍
。
時
令
劉
子
興
、
亦
本
凡
庸
、
不
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肯
出
候
、
股
肱
爭
之
、
爾
乃
會
其
冢
上
。
蕃
持
板
迎
之
、
長
跪
、
令
徐
乃

下
車
、
即
坐
、
不
命
去
板
、
辭
意
又
不
謙
恪
、
蕃
深
忿
之
。
令
去
、
顧
謂

賓
客
「
平
輿
老
夫
、
何
欲
召
陵
令
哉
。
不
但
爲
諸
家（｢

諸
家｣

当
作｢

詣

冢｣

）故
耶)26

(

。
而
爲
小
豎
子
所
慢
。
孔
子
曰
『
假
我
數
年
乎
。』」
其
明
年)27

(

、

桓
帝
赫
然
誅
五
侯
鄧
氏
、
海
内
望
風
草
偃
、
子
興
以
臟
疾
見
彈
、
埋
於
當

世
矣
。
蕃
起
於
家
、
爲
尚
書
僕
射
・
太
中
大
夫
・
太
尉
。

右
は
、
第
一
次
党
禁
で
免
官
さ
れ
た
陳
蕃
が
祖
父
の
墓
参
に
赴
い
た
際
の
逸
話

で
あ
る
。
こ
こ
に「
歳
時
往
祠
」と
あ
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。「
歳
時
」と
は「
四

時
」
の
意
に
違
い
な
い
。
関
連
し
て
『
後
漢
書
』
列
伝
巻
一
〇
・
祭
遵
伝
に

祭
遵
字
弟
孫
、
潁
川
潁
陽
人
也
。
…
…
。
無
子
、
國
除
。
兄
午
、
官
至
酒

泉
太
守
。
從
弟
肜
。
肜
字
次
孫
、
早
孤
、
以
至
孝
見
稱
。
…
…
。
光
武
初

以
遵
故
、
拜
肜
爲
黄
門
侍
郎
、
常
在
左
右
。
及
遵
卒
無
子
、
帝
追
傷
之
、

以
肜
爲
偃
師
長
、
令
近
遵
墳
墓
、
四
時
奉
祠
之
。

と
あ
る
。
光
武
帝
が
祭
遵
没
後
に
与
え
た
恩
典
は
、
従
弟
を
墳
墓
近
く
の
県
長

に
任
じ
て
こ
れ
に
墓
祭
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、「
四
時
奉
祠
」
は
皇
帝
の
特

旨
に
基
づ
い
た
破
格
の
上
冢
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
当
時
の
礼
規
範
に
即
し

た
墓
参
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
月
令
』
も
こ
う
し
た
「
四
時
」

の
墓
祭
を
説
く
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
祀
日
と
し
て
二
月
・
八
月
の
春
秋

社
日
と
冬
十
二
月
の
臘
日
後
、
そ
し
て
夏
五
月
の
夏
至
を
挙
げ
て
い
る
に
相
違

あ
る
ま
い)28

(

。
た
だ
し
、
一
言
補
足
し
て
お
く
と
、
永
興
二
年（
一
五
四
）の
紀
年

を
有
す
る
「
薌
他
君
石
祠
堂
題
記
」（
山
東
省
東
阿
県
西
南
の
鉄
頭
山
出
土
）

で
は

兄
弟
暴
露
在
冢
、
不
辟
晨
夏
、
負
土
成
墓
、
列
種
松
柏
、
起
立
石
祠
堂
。

冀
二
親
魂
零（
靈
）有
所
依
止
、
歳
臈
拜
賀

4

4

4

4

、
子
孫
懽
喜
、
堂
雖
小
、

日

甚
久
。

と）
29
（

、
臘
日
の
墓
参
に
し
か
ふ
れ
な
い
。
こ
れ
が
墓
前
の
石
祠
堂
に
刻
ま
れ
た
銘

文
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
民
間
で
は
臘
日
の
み
の
上
冢
が
一
般
的
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
崔
寔
は
『
月
令
』
に
お
い
て
、
当
時
の
礼
に
厳
密
に
従

っ
た
理
想
的
な
墓
祭
日
を
提
示
し
た
の
だ
ろ
う）
30
（

。

　

墓
参
に
関
し
て
は
、
十
二
月
条
に
極
め
て
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
既
に
前

節
で
引
い
た
が
、
煩
を
い
と
わ
ず
再
度
引
用
し
よ
う
。

【
十
二
月
】

是
月
也
、羣
神
頻
行
〔
頻
行
、並
行
〕、大
蜡
禮
興
。
乃
冢
祠
君
・
師
・
九
族
・

友
朋
、
以
崇
慎
終
不
背
之
義
。

渡
部
著
書
が
指
摘
す
る
如
く
、
右
の
「
群
神
頻
行
」
と
同
一
の
句
が
『
国
語
』

楚
語
下
に
見
え
、
そ
こ
に
三
国
呉
の
韋
昭
は

　
　

頻
、
並
也
。
言
並
行
欲
求
食
也
。

と
注
記
す
る
。
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
、
韋
昭
が
解
説
し
て
「
食
を
欲
求
す
」

と
補
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
風
俗
通
儀
』
の
佚
文
に
は

汝
南
周
霸
、
字
翁
仲
、
爲
太
尉
掾
、
婦
於
乳
舍
生
女
、
自
毒
無
男
、
時
屠

婦
比
臥
得
男
、
因
相
與
私
貨
易
、
裨
錢
數
萬
。
後
翁
仲
爲
北
海
相
、
吏
周

光
能
見
鬼
、
署
爲
主
簿
、
使
還
致
敬
於
本
郡
縣
、
因
告
光
曰
「
事
訖
、
臘

日
可
與
小
兒
俱
上
冢
。
去
家
經
十
三
年
、
不
躬
烝
嘗
。
主
簿
微
察
知
、
相

先
君
寧
息
、
會
同
飲
食
忻
娛
否
。」
往
到
於
冢
上
、
郎
君
沃
酹
、
主
簿
俛

伏
在
後
、
但
見
屠
者
弊
衣
蠡
結
、
踞
神
坐
、
持
刀
割
肉
。
有
五
時
衣
帶
青

墨
綬
數
人
、
彷
徨
陰
堂
東
西
廂
、
不
敢
來
前
。

と
あ
り
、
臘
日
に
や
っ
て
来
た
「
鬼
（
祖
霊
）」
も
求
め
て
い
る
の
は
「
飲
食
」

で
あ
っ
た）
31
（

。
更
に
、
衞
宏
『
漢
旧
儀
』
に
は
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臘
者
、
報
諸
鬼
神

4

4

4

。
古
聖
賢
著
功
於
民
者
、
皆
享
之
。

と
見
え
る）
32
（

。『
月
令
』
の
「
群
神
」
は
こ
の
「
諸
鬼
神
」
と
同
意
で
あ
る
に
違

い
な
か
ろ
う）
33
（

。
臘
日
の
頃
、「
鬼
神
」
が
食
を
求
め
て
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
。

当
時
人
々
は
か
く
信
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
期
に
、
祖
先
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、「
古
の
聖
賢
の
民
に
功
を
著
す
者
」
に
「
享
（
供
物
の
進
献
）」
し
、

且
つ
、
物
故
し
た
「
君
・
師
・
九
族
・
友
朋
」
を
祠
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
祭

を
行
う
の
に
最
も
相
応
し
い
場
が
「
冢
」（
乃
至
は
そ
の
側
に
建
つ

祠
堂
）
な
の
で
あ
っ
た
。「
鬼
」
が
再
来
し
て
い
る
期
間
に
、
そ
の
宿
る
場
所

へ
直
接
赴
い
て
祭
礼
す
る
の
が
正
し
い
供
養
の
仕
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
冢
祠
」
の
理
由
に
関
し
て
、『
月
令
』
は
「
以
崇
慎
終
不
背
之
義
」
と
説
明

す
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
慎
終
不
背
」
と
は
、『
論
語
』
学
而
篇
の
一
節
を
ふ

ま
え
た
表
現
に
他
な
ら
な
い
。

　
　

曾
子
曰
「
慎
終
追
遠
、
民
德
歸
厚
矣
。」

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
句
が
『
後
漢
書
』
列
伝
巻
七
一
・
独
行
・
劉
翊
伝
に
も
確

認
で
き
る
。

曾
行
於
汝
南
界
中
、有
陳
國
張
季
禮
遠
赴
師
喪
、遇
寒
冰
車
毀
、頓
滯
道
路
。

翊
見
而
謂
曰
「
君
慎
終
赴
義

4

4

4

4

、
行
宜
速
達
。」
即
下
車
與
之
、
不
告
姓
名
、

自
策
馬
而
去
。

『
論
語
』
の
孔
注
に

慎
終
者
、
喪
盡
其
哀
、
追
遠
者
、
祭
盡
其
敬
。
君
能
行
此
二
者
、
民
化
其

德
、
皆
歸
於
厚
也
。

と
あ
る
の
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、『
月
令
』
十
二
月
の
「
冢
祠
」
は
、
そ
の
歳

に
逝
去
し
た
「
君
・
師
・
九
族
・
友
朋
」
の
た
め
に
「
哀
を
尽
く
す
」
こ
と
が

目
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い）
34
（

。

　
「
君
・
師
・
友
朋
」
の
墓
を
祭
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
念
を
抱
い
た

の
で
あ
ろ
う
、
繆
輯
本
は
こ
こ
に
誤
記
・
脱
字
を
想
定
す
る
。
ま
た
、
石
輯
本

も
「
冢
」
を
「
衆
」
字
の
誤
り
と
推
測
す
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
校
勘
を
施
さ

ず
に
「
冢
」
字
の
ま
ま
で
解
釈
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
た
だ
し
、
繆
・
石
両

氏
が
感
じ
た
違
和
感
に
は
共
感
を
覚
え
る
。
後
代
の
所
謂
伝
統
的
な
墓
祭
の
あ

り
方
と
付
き
合
わ
せ
た
時
、
祖
先
以
外
の
墳
墓
に
対
す
る
祭
祀
を
年
間
の
行
事

と
し
て
明
確
に
設
定
し
て
い
る
点
は
や
は
り
異
様
で
あ
る
。
こ
れ
を
歴
史
的
事

象
と
了
解
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
く
。
か
か
る
試
み
こ
そ
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

お
わ
り
に

　

前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
、『
月
令
』
に
記
さ
れ
る
祖
先
祭
祀
の
対
象
は
、

一
貫
し
て
祖
禰
で
あ
っ
た
。
祖
禰
即
ち
祖
父
と
父
は
、祈
り
を
捧
げ
る
「
家
長
」

以
下
の
世
代
が
直
接
知
る
尊
親
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。
か
か
る
具
体
的
に

記
憶
4

4

す
る
直
系
の
尊
属
を
、
年
初
と
「
四
節
伏
臘
」
に
「
家
」
を
単
位
と
し
て

祭
る
。
崔
寔
が
語
る
祭
礼
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。

　

で
は
、
祖
禰
以
上
の
祖
先
に
対
し
て
は
如
何
様
で
あ
っ
た
か
。
前
節
所
引
の

二
月
条
に
注
目
さ
れ
た
い
。
そ
こ
に
「
案
冢
簿
」
と
見
え
る
。「
冢
簿
」
と
は
、

渡
部
著
書
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
後
代
の
「
家
譜
」（
祖
先
の
名
を
書
き
連
ね

た
一
枚
の
掛
軸
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
崔
寔
の
「
家
」
の
場
合
、
そ

こ
に
は
『
後
漢
書
』
列
伝
巻
四
二
・
崔
駰
伝
に
見
え
る
崔
朝
（
崔
寔
の
六
代
前

の
祖
）
以
下
の
祖
名
と
続
柄
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
二
月
の
墓
参
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は
そ
の
年
最
初
の
上
冢
に
あ
た
る
か
ら
、
前
日
に
「
冢
簿
」
を
繙
い
て
先
祖
の

記
録
4

4

を
確
認
す
る
儀
式
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
家
長
」
が
子

以
下
の
卑
属
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
読
み
上
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い）
35
（

。

　

た
だ
し
、
そ
の
後
行
わ
れ
る
墓
参
が
、
か
か
る
遠
祖
に
ま
で
及
ん
だ
と
は
些

か
考
え
が
た
い
。
前
節
で
紹
介
し
た
陳
蕃
の
逸
話
（『
風
俗
通
義
』
所
掲
）
を

見
る
と
、
彼
が
「
歳
時
往
祠
」
し
て
い
た
の
は
祖
父
の
墓
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が

「
上
冢
」
の
上
限
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
四
時
」
の
墓
祭
も
「
四
節
伏
臘
」
の

祭
礼
と
同
様
「
祖
禰
」
を
対
象
と
し
、
且
つ
そ
の
参
列
者
も
「
家
」
の
構
成
員

に
と
ど
ま
っ
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
守
屋
氏
は
、『
月
令
』
の
正
月
正
日

条
と
十
二
月
条
に
検
討
を
加
え
た
上
で
、「
祭
事
に
お
け
る
宗
族
集
合
の
史
料

の
極
め
て
乏
し
い
所
か
ら
み
る
と
、
祭
祀
を
以
て
宗
族
結
合
の
最
重
要
要
素
と

断
定
す
る
こ
と
は
稍
々
之
を
憚
ら
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
述
べ
る）
36
（

。
確
か
に
宗
族

を
主
体
と
す
る
祖
先
祭
祀
の
記
事
は
、『
月
令
』
の
輯
本
中
に
た
だ
の
一
例
も

確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
を
散
逸
し
た
箇
所
に
求
め
る
の
は
、
危
険
な
推
測
で
あ

る
と
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

墓
祭
に
つ
い
て
い
ま
少
し
ふ
れ
て
お
こ
う
。
漢
代
に
お
い
て
厚
葬
の
風
が
甚

だ
し
か
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
柄
に
属
す
。
近
世
の
伝
統
的
な
知
識
人
を
は

じ
め
、
近
代
の
尚
秉
和
で
す
ら
も

西
漢
時
冢
上
起
祠
、
成
為
風
俗
、
只
富
即
為
之
、
不
必
貴
人
。
且
于
祠
堂

之
外
、
築
高
闕
、
闕
之
隅
、
築
罘
罳
、
以
壮
観
瞻
。
此
等
情
況
、
在
今
日

只
明
清
皇
陵
有
之
、
皇
陵
外
親
王
冢
、
間
有
之
、
余
雖
卿
相
不
如
是
也
。

然
則
古
人
之
奢
侈
、
勝
今
多
矣
。

と
痛
罵
す
る）
37
（

。
こ
う
し
た
批
判
は
既
に
漢
人
も
行
っ
て
お
り
、
崔
寔
も
そ
の
一

人
で
あ
っ
た
。『
政
論
』
の
中
で
彼
は

乃
送
終
之
家
、
亦
無
法
度
。
至
用
轜
梓
・
黄
腸
、
多
藏
寶
貨
、
饗
牛
作
倡
、

高
墳
大
寢
。
…
…
。
古
者
墓
而
不
墳
、
文
武
之
兆
、
與
平
地
齊
。
今
豪
民

之
墳
、
已
千
坊
矣
、
欲
民
不
匱
、
誠
亦
難
矣
。

と
論
じ
る）

38
（

。「
古
者
墓
而
不
墳
」
な
る
一
文
は
、
墳
墓
の
巨
大
化
を
非
難
す
る

際
に
必
ず
引
か
れ
る
常
套
句
で
あ
る
。
こ
れ
を
根
拠
に
豪
奢
な
塋
域
の
造
営
を

指
弾
す
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
既
に
第
二
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、『
後

漢
書
』
本
伝
に
よ
れ
ば
、
崔
寔
は
父
崔
瑗
の
没
後
「
田
宅
を
剽
賣
し
て
、
冢
塋

を
起
こ
し
、
碑
頌
を
立
て
」
て
、
そ
の
結
果
「
資
産
竭
尽
」
し
た
と
い
う
。
し

か
も
、
父
の
瑗
は
死
の
直
前
に

會
病
卒
、
年
六
十
六
。
臨
終
、
顧
命
子
寔
曰
「
夫
人
稟
天
地
之
氣
以
生
、

及
其
終
也
、
歸
精
於
天
、
還
骨
於
地
。
何
地
不
可
臧
形
骸
、
勿
歸
郷
里
。

其
賵
贈
之
物
、羊
豕
之
奠
、一
不
得
受
。」
寔
奉
遺
令
、遂
留
葬
洛
陽
。（『
後

漢
書
』
列
伝
巻
四
二
・
崔
駰
伝
付
瑗
伝
）

と
遺
言
し
て
い
た
。
薄
葬
を
命
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
厚
葬

を
望
ん
で
い
た
と
は
思
え
な
い
。
華
美
な
世
の
風
潮
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
崔
寔
は
家
産
を
費
や
し
て
父

の
墓
を
造
営
し
た
。
彼
の
行
動
に
一
種
の
矛
盾
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ

う
か
。
厚
葬
と
い
う
社
会
的
潮
流
の
向
こ
う
側
に
、「
冢
」
を
め
ぐ
る
、
当
時

の
人
々
が
抗
え
な
い
呪
縛
と
で
も
評
す
べ
き
よ
う
な
何
か
が
潜
ん
で
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
て
仕
方
な
い
の
で
あ
る）
39
（

。

　

本
稿
で
示
し
た
推
論

│
例
え
ば
、
第
一
節
で
述
べ
た
太
守
と
郡
民
と
の
結

び
つ
き
、
第
二
節
に
お
い
て
素
描
し
た
親
族
の
関
係
等

│
の
ど
こ
ま
で
が
、

『
月
令
』
の
著
さ
れ
た
時
代
の
特
質
で
あ
る
の
か
、
私
に
も
定
か
で
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
後
代
と
の
比
較
と
い
う
膨
大
な
作
業
を
こ
な
し
な
が
ら
確
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注（
１
）　

次
掲
の
他
に
、
大
阪
市
立
大
学
中
国
史
研
究
会
「「
四
民
月
令
」
訳
注
」（『
中

国
史
研
究
』
六
・
七　

一
九
七
一
・
一
九
八
二
）
が
あ
る
が
、
未
見
で
あ
る
。

（
２
）　

現
存
す
る
『
玉
燭
宝
典
』
の
諸
本
は
全
て
巻
九
の
九
月
条
を
欠
い
て
い
る
。

（
３
）　

渡
部
氏
も
同
様
の
疑
問
を
感
じ
ら
れ
、
正
日
条
の
記
事
に
後
人
が
加
筆
し
た
可

能
性
を
指
摘
す
る
。
渡
部
著
書
一
四
四
〜
五
頁
の
注
⑹
参
照
。

（
４
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
村
喬
「
冬
至
節
の
風
習
と
行
事
」（『
中
国
歳
時
史
の

研
究
』
朋
友
書
店　

一
九
九
三
）
参
照
。

（
５
）　

渡
部
論
文
お
よ
び
渡
部
著
書
。

（
６
）　

石
輯
本
は
「
君
」
を
「
当
地
封
建
君
主
及
尊
官
」
と
説
き
、
渡
部
論
文
は
「
郡

の
太
守
・
丞
あ
る
い
は
県
の
令
長
・
丞
・
尉
と
い
っ
た
、
郡
県
の
長
官
な
い
し
は

部
長
級
の
人
び
と
」
を
指
す
と
す
る
。
つ
ま
り
、
両
氏
は
「
君
」
が
複
数
の
対
象

を
示
す
語
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
渡
部
著
書
は
「
君
と
は
、
郡
太
守
を

「
府
君
」
と
称
す
る
よ
う
に
、土
地
の
長
官
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
解
説
す
る
か
ら
、

旧
説
を
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
「
君
」
の
指
し
示
す
対
象
を
郡
守
に
限

定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
７
）　

王
利
器
『
風
俗
通
義
校
注
』（
中
華
書
局　

一
九
八
一
）。
以
下
『
風
俗
通
義
』

の
引
用
は
同
書
に
従
っ
た
。

（
８
）　
『
漢
書
』
巻
九
〇
・
酷
吏
・
嚴
延
年
伝
注
。

（
９
）　
「
嗣
祖
」
は
羊
陟
の
字
。
原
文
で
は
「
嗣
」
を
「
翩
」
字
に
作
る
。

（
10
）　
「
四
従
子
」
と
は
四
番
目
の
従
子
の
意
か
。

（
11
）　

な
お
、『
儀
礼
』
喪
服
篇
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
二
処
で
あ
る
。

傳
曰
「
爲
舊
君
者
」、
孰
謂
也
。
仕
焉
而
巳
者
也
。
何
以
服
齊
衰
三
月
也
。

言
與
民
同
也
。
君
之
母
妻
、
則
小
君
也
。〔
鄭
注
：
仕
焉
而
巳
者
、
謂
老
若

有
廢
疾
而
致
仕
者
也
。
爲
小
君
服
者
、
恩
深
於
民
。〕

傳
曰
、
大
夫
爲
舊
君
、
何
以
服
齊
衰
三
月
也
。
大
夫
去
君
埽
其
宗
廟
、
故
服

齊
衰
三
月
也
。言
與
民
同
也
。何
大
夫
之
謂
乎
。言
其
以
道
去
君
而
猶
未
絶
也
。

〔
鄭
注
：
以
道
去
君
、爲
三
諫
不
從
、待
放
於
郊
未
絶
者
。言
爵
祿
尚
有
列
於
朝
、

出
入
有
詔
於
國
、
妻
子
自
若
民
也
。〕

こ
こ
に
付
さ
れ
た
鄭
注
を
見
る
と
、
そ
の
解
釈
は
、
泰
山
の
「
士
大
夫
」
達
と
だ

け
で
な
く
、
應
劭
の
そ
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
三
者
三
様
の
理
解
が
な
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
か
。

（
12
）　

福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』（
創
文
社　

一
九
八
八
）
第
一
章

第
三
節
参
照
。

（
13
）　
「
漢
末
風
俗
」（『
宮
崎
市
定
全
集
・
七
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
二
所
収
、
初
出

は
一
九
四
二
年
）。

（
14
）　
「
故
将
」
に
つ
い
て
、
石
輯
本
は
「
従
前
曾
経
作
過
自
己
「
首
長
」
的
人
（
将

止
是
領
導
、
不
一
定
指
武
職
官
員
）」
と
説
き
、
渡
部
論
文
は
こ
の
解
釈
を
敷
延

し
て
、「
故
将
」
を
「
故
吏
に
対
応
す
る
言
葉
」
と
推
定
す
る
。
こ
の
具
体
例
と

思
わ
れ
る
の
が
、
次
の
『
蜀
志
』
巻
二
・
先
主
伝
注
引
「
典
略
」
で
あ
る
。

趙
戩
、
字
叔
茂
、
京
兆
長
陵
人
也
。
…
…
。
辟
公
府
、
入
爲
尚
書
選
部
郎
。

…
…
。
遷
平
陵
令
。
故
將
王
允
被
害
、
莫
敢
近
者
、
戩
棄
官
收
斂
之
。

趙
戩
は
、
董
卓
に
よ
る
長
安
遷
都
後
、
当
時
司
徒
で
あ
っ
た
王
允
に
辟
召
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
（
次
掲
『
後
漢
書
』
列
伝
巻
五
六
・
王
允
伝
参
照
）。

初
平
元
年
、
代
楊
彪
爲
司
徒
、
守
尚
書
令
如
故
。
及
董
卓
遷
都
關
中
、
允
悉

收
斂
蘭
臺
・
石
室
圖
書
秘
緯
要
者
以
從
。
既
至
長
安
、
皆
分
別
條
上
。
又
集

漢
朝
舊
事
所
當
施
用
者
、
一
皆
奏
之
。
經
籍
具
存
、
允
有
力
焉
。
時
董
卓
尚

留
洛
陽
、
朝
政
大
小
、
悉
委
之
於
允
。

た
だ
し
、右
の
よ
う
な
事
例
は
こ
れ
一
つ
し
か
確
認
で
き
な
い
。
思
う
に
、「
故
将
」

は
本
来
「
故
郡
将
」
の
意
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
も
と
辟
召
主
」
を
も
指
す
言
葉

に
転
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
15
）　

呉
樹
平
『
風
俗
通
義
校
釈
』（
天
津
古
籍
出
版
社　

一
九
八
〇
）、
お
よ
び
前
掲

定
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
上
冢
・
墳
墓

に
関
わ
る
事
象
だ
け
は
別
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
代
の
特
異
さ
が
色
濃
く
刻
印

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
取
り
組
む
べ
き
後
日
の
課
題
と
い
え
よ
う
。
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の
王
校
注
本
。

（
16
）　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
と
お
り
、『
月
令
』
の
九
月
条
は
、『
玉
燭
宝
典
』
の

当
月
条
が
欠
け
て
い
る
た
め
、類
書
等
で
補
っ
て
い
る
。
九
月
の
振
贍
記
事
は『
斉

民
要
術
』巻
三
・
雑
説
か
ら
輯
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、出
所
が
異
な
る
の
に
、

と
も
に
振
贍
を
内
容
と
す
る
三
月
・
九
月
条
の
記
載
に
お
い
て
、奇
し
く
も「
九
族
」

と
い
う
表
現
が
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
章

で
も
全
く
同
じ
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
事
実
を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
17
）　

以
下
の
諸
説
に
関
し
て
は
、渡
部
論
文
の
注
（23）
、渡
部
著
書
五
頁
の
紹
介
に
よ
っ

た
。

（
18
）　
『
支
那
古
代
家
族
制
度
研
究
』（
岩
波
書
店　

一
九
四
〇
）、お
よ
び
郭
明
昆
『
中

国
の
家
族
制
及
び
言
語
の
研
究
』（
東
方
学
会　

一
九
六
二
）
参
照
。

（
19
）　

こ
こ
に
「
弟
」
が
含
ま
れ
な
い
の
は
、
回
礼
と
い
う
儀
礼
の
性
格
か
ら
考
え
る

と
、当
然
と
い
え
よ
う
。「
家
長
」
が
「
兄
」
に
回
礼
す
る
よ
う
に
、「
弟
」
は
「
家

長
」
の
も
と
へ
名
刺
を
携
え
て
訪
れ
る
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
20
）　

山
東
沂
南
画
像
石
墓
の
中
室
画
像
に
「
祠
堂
図
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
図
像
が
あ

る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
建
物
は
、こ
れ
ま
で
墓
側
の
祠
堂
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、

小
南
一
郎
「
漢
代
の
喪
葬
儀
礼
」（『
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
』
二　

二
〇
〇
七
）

は
こ
れ
を
家
廟
と
推
定
す
る
。
漢
代
に
お
い
て
家
廟
が
存
在
し
た
か
否
か
は
、
あ

ら
た
め
て
問
う
べ
き
問
題
と
い
え
よ
う
。

（
21
）　

た
だ
し
、
正
月
・
十
月
条
で
列
記
さ
れ
る
祀
日
の
中
に
八
月
の
祭
礼
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。

（
22
）　

こ
こ
に
見
え
る
「
賓
客
」
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
は
判
断
に
窮
す

る
が
、「
来
席
し
た
貴
賓
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
「
家
」
と
特
殊
な
関
係
に
あ
る
知
識
人
を
指
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。『
月
令
』
で
は
十
二
月
条
の
他
に
四
月
条
に
お
い
て
「
賓
客
」
の
語

が
確
認
さ
れ
る
。

　
　
　
　

是
月
也
、
可
作
棗
糒
、
以
御
賓
客
。

右
は
こ
の
「
家
」
に
寄
食
す
る
士
人
に
あ
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、

本
文
後
掲
の
陳
蕃
の
逸
話
（『
風
俗
通
義
』
第
七
・
窮
通
）
に
見
え
る
「
賓
客
」
は
、

明
ら
か
に
陳
蕃
に
随
従
す
る
士
人
で
あ
る
。

　
　
　
『
後
漢
紀
』
巻
二
三
・
靈
皇
帝
紀
上
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。

﹇
郭
﹈
泰
謂
濟
陰
黄
元
艾
曰
「
卿
高
才
絶
人
、
足
爲
偉
器
。
然
年
過
四
十
、

名
聲
著
矣
。
於
此
際
當
自
匡
持
、不
然
將
失
之
矣
。」…
…
。
後
見
司
徒
袁
隗
、

隗
歎
其
英
異
、
曰
「
若
索
女
婿
如
此
、
善
矣
。」
有
人
以
隗
言
告
元
艾
、
又

自
生
意
謂
之
曰
「
袁
公
有
女
、
得
無
欲
嫁
與
卿
乎
。」
元
艾
婦
夏
侯
氏
、
有

三
子
、
便
遣
歸
家
、
將
黜
之
、
更
索
隗
女
也
。
夏
侯
氏
﹇
謂
﹈
父
母
曰
「
婦

人
見
去
、
當
分
釵
斷
帶
、
請
還
之
。」
遂
還
、
元
艾
爲
主
人
、
請
親
屬
及
賓

客
二
十
餘
人
。
夏
侯
氏
便
於
座
中
攘
臂
大
呼
、
數
元
艾
隱
慝
穢
惡
十
五
事
、

曰
「
吾
早
欲
棄
卿
去
、
而
情
所
未
忍
耳
、
今
反
黜
我
。」
遂
越
席
而
去
。
元

艾
諸
事
悉
發
露
、
由
此
之
故
、
廢
棄
當
世
。
其
弘
明
善
惡
皆
此
類
也
。

二
十
余
人
の「
親
属
及
賓
客
」は
離
婚
の
見
届
け
役
と
し
て
招
か
れ
た
だ
ろ
う
。「
親

属
」
の
な
か
に
姻
戚
等
の
異
姓
親
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
出
席
者

は
『
月
令
』
十
二
月
条
の
宴
席
列
席
者
と
ほ
ぼ
重
な
る
。「
宗
族
・
婚
姻
・
賓
客
」

と
は
、「
家
事
」
に
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
つ
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
23
）　

工
藤
元
男「
睡
虎
地
秦
簡「
日
書
」に
お
け
る
病
因
論
と
鬼
神
の
関
係
に
つ
い
て
」

（
東
方
学
八
八　

一
九
九
四
）
は
、
表
題
の
「
日
書
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
祖
先

祭
祀
後
に
お
い
て
供
物
の
「
共
食
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
24
）　

唐
輯
本
が
夏
至
条
に
「
冢
」
字
を
補
う
の
に
対
し
て
、
石
輯
本
は
こ
れ
を
批
判

す
る
。
我
が
国
で
は
守
屋
輯
本
が
唐
説
に
従
い
、
渡
部
輯
本
は
注
で
唐
説
を
紹
介

し
な
が
ら
も
「
冢
」
字
を
加
え
な
い
。

（
25
）　

前
掲
の
呉
校
注
本
は
こ
こ
に

此
句
下
、
拾
補
曰
「
或
當
有
『
因
家
焉
』
三
字
。」

　
　

と
注
記
す
る
。

（
26
）　

呉
校
注
本
は
こ
こ
に

「
諸
家
」、
拾
補
曰
「
疑
『
詣
冢
』。」
按
作
「
諸
家
」
文
義
不
通
、
此
句
承
上

文
「
歳
時
往
祠
」
爲
言
、
似
当
作
「
祠
冢
」。

　
　

と
注
記
す
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
27
）　
「
其
明
年
」
と
は
桓
帝
の
延
熹
八
年（
一
六
五
）に
あ
た
る
。
呉
校
注
本
参
照
。
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（
28
）　

墓
参
日
に
つ
い
て
、『
史
記
』
巻
五
五
・
留
侯
世
家
に

子
房
始
所
見
下
邳
圯
上
老
父
與
太
公
書
者
、
後
十
三
年
從
高
帝
過
濟
北
、
果

見
穀
城
山
下
黄
石
、
取
而
葆
祠
之
。
留
侯
死
、
并
葬
黄
石
。
毎
上
冢
伏
臘

4

4

4

4

、

祠
黄
石
。

と
あ
り
、
ま
た
、『
後
漢
書
』
巻
二
・
顯
宗
孝
明
帝
紀
・
永
平
十
二
年
五
月
丙
辰

条
の
詔
に
も

今
百
姓
送
終
之
制
、
競
爲
奢
靡
。
生
者
無
擔
石
之
儲
、
而
財
力
盡
於
墳
土
、

伏
臘
無
糟
糠

4

4

4

4

4

、
而
牲
牢
兼
於
一
奠
。
糜
破
積
世
之
業
、
以
供
終
朝
之
費
、
子

孫
飢
寒
、
絶
命
於
此
、
豈
祖
考
之
意
哉
。

と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
夏
の
伏
日
と
冬
の
臘
日
を
墓
祭
の
日
と
し
て
お
り
、
夏
至

を
夏
季
の
上
冢
日
と
す
る
『
月
令
』
と
異
な
る
。
か
か
る
相
違
が
何
を
意
味
す
る

か
は
後
考
を
待
ち
た
い
。

（
29
）　

引
用
は
永
田
英
正
編
『
漢
代
石
刻
集
成
』（
同
朋
舎
出
版　

一
九
九
四
）
の
釈

文
に
よ
っ
た
。

（
30
）　

以
上
の
推
断
が
正
し
け
れ
ば
、
前
掲
『
後
漢
書
』
祭
遵
伝
が
記
す
「
四
時
奉
祠

之
」
の
「
四
時
」
に
は
、「
手
厚
く
」「
懇
ろ
に
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
31
）　

こ
の
佚
文
の
引
用
は
呉
校
注
本
に
よ
っ
た
。

（
32
）　
『
漢
旧
儀
』
の
引
用
は
孫
星
衍
校
集
『
衛
宏
漢
旧
儀
補
遺
』
巻
下
に
よ
っ
た
。

（
33
）　

中
村
喬「
臘
祭
小
考
察
」（
前
掲
著
書
所
収
）お
よ
び
夏
日
新「
臘
日
的
祭
祀
」（『
集

刊
行
東
洋
学
』
七
三　

一
九
九
五
）
も
『
月
令
』
十
二
月
条
と
『
漢
旧
儀
』
の
記

載
と
に
関
連
性
を
見
い
だ
す
。
こ
の
内
、中
村
氏
は
『
月
令
』
の
「
冢
祠
」
と
『
漢

旧
儀
』
の
祭
祀
を
同
一
の
鬼
祭
と
見
な
さ
れ
、
い
ず
れ
も
「
郷
村
に
お
け
る
臘
日

の
行
事
」
を
指
す
と
す
る
。
氏
の
眼
目
は
蜡
祭
の
性
格
を
解
明
す
る
点
に
あ
り
、

十
二
月
条
の
「
大
蜡
礼
興
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
展
開
す
る
が
、
氏
の
理

解
が
正
し
い
と
す
る
と
、「
冢
祠
」
の
主
語
は
「
郷
村
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
で
は
「
君
」
以
外
の
「
冢
祠
」
の
対
象
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
夏
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
冢
祠
」
は
「
家
長
」
の

「
家
」
の
祭
礼
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
34
）　
『
論
語
』
の
正
義
で
は

此
章
言
民
化
君
德
也
。
慎
終
者
、
終
謂
父
母
之
喪
也
、
以
死
者
人
之
終
、
故

謂
之
終
、
執
親
之
喪
、
禮
須
謹
慎
、
盡
其
哀
也
。
追
遠
者
、
遠
謂
親
終
既
葬

日
月
巳
遠
也
、
孝
子
感
時
念
親
追
而
祭
之
盡
其
敬
也
。
民
德
歸
厚
矣
者
、
言

君
能
行
此
慎
終
追
遠
二
者
、
民
化
其
德
、
皆
歸
厚
矣
、
言
不
偸
薄
也
。

と
、「
慎
終
」
の
「
終
」
を
「
父
母
之
喪
」
と
説
明
す
る
が
、
か
か
る
限
定
し
た

解
釈
は
後
漢
代
に
お
い
て
は
支
配
的
で
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

（
35
）　
『
月
令
』
八
月
条
中
に

八
月
、
筮
擇
月
節
後
良
日
、
祠
歳
時
常
所
奉
尊
神
。
前
期
七
日
、
舉
家
毋
到

喪
家
及
産
乳
家
。
家
長
及
執
事
者
、
悉
齊
、
案
祠
簿
、
掃
滌
、
務
加
謹
潔
。

と
、「
案
祠
簿
」
な
る
句
が
見
え
る
。
こ
の
「
祠
簿
」
を
渡
部
著
書
は
「
冢
簿
」

と
同
一
視
す
る
が
、
か
か
る
見
解
に
は
従
え
な
い
。「
祠
簿
」
に
記
さ
れ
て
い
た

の
は
「
歳
時
常
所
奉
尊
神
」
の
一
覧
で
、
祭
神
の
前
に
そ
れ
を
確
認
し
た
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
36
）　
「
漢
代
に
於
け
る
宗
族
結
合
の
一
考
察
」（『
東
亜
論
叢
』
五　

一
九
四
一
）。

（
37
）　
『
歴
代
社
会
風
俗
事
物
考
』
巻
二
二
・
墳
墓
・「
漢
士
夫
墓
上
起
祠
堂
」。

（
38
）　

引
用
は
『
全
後
漢
文
』
巻
四
六
の
輯
本
に
よ
っ
た
。

（
39
）　
『
月
令
』
二
月
条
に
見
え
る
「
冢
簿
」
が
後
代
の
「
家
譜
」
に
相
当
す
る
な
ら
、

家
系
を
記
し
た
譜
牒
が
な
ぜ
「
冢
」
字
を
冠
し
て
呼
ば
れ
た
の
か
。
祖
先
祭
祀
に

お
い
て
「
墓
」
が
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
事
実
を
推
察
さ
せ
る
。




